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富山県告示第412号 

   保安林の指定の解除予定について 

 次のとおり保安林の指定を解除する予定であるので、森林法（昭和26年法律第 

 249号）第30条の２の規定により告示する。 

  令和４年12月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 解除予定保安林の所在場所 

  富山県下新川郡入善町下飯野372の１（次の図に示す部分に限る。） 

２ 保安林として指定された目的 

  潮害の防備 

３ 解除の理由 

  道路用地とするため 

 （「次の図」は、省略し、その図面を富山県庁及び入善町役場に備え置いて縦覧 

に供する。） 
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富山県告示第413号 

   地籍調査の成果の認証について 

 立山町における地籍調査の成果は、国土調査法第19条第２項の規定により、国土 

調査の成果として認証した。 

  令和４年12月12日 

                     富山県知事  新   田    八   朗  

１ 調査を行った者の名称 

  立山町 

２ 調査を行った時期 

  立山町大字四谷尾の一部（四谷尾） 

  平成27年１月21日から 

  平成30年３月23日まで 

３ 成果の名称 

  立山町大字四谷尾の一部（四谷尾）の地籍図及び地籍簿 

４ 調査を行った地域 

  立山町大字四谷尾の一部（四谷尾） 

５ 認証年月日 

  令和４年11月29日 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

景観づくり住民協定の公表 

 富山県景観条例（平成14年富山県条例第45号）第13条第１項の規定により、次の 

とおり景観づくり住民協定（以下「協定」という。）を締結した旨の届出があった 

ので、同条第２項の規定により公表する。 

  令和４年12月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 協定の名称 

  六日町歴史と文化のふれあい通りまちづくり協定 
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２ 協定の目的 

  南砺市六日町にて、歴史と文化を守り、心豊かな暮らしと風情のある町並みと 

 することを目的とする。 

３ 協定の対象となる区域 

  南砺市六日町の区域（別紙図面のとおり） 

４ 協定の内容 

 １ 協定区域内の景観が良好に保持されるよう建築物等の維持管理に努めるもの 

  とする。 

 ２ 敷地内外の植樹植栽等を良好な状態に保持するよう努めるものとする。 

 ３ 協定者は、近隣住民等の交流及び利便性の向上に努めるものとする。 

 ４  建築物等の新築、増改築または改修を行う場合には、意匠、色彩等について 

  次の事項を遵守するよう努めるものとする。 

  ⑴ 建築物等は町並みと調和のとれた建築様式を基本とする。 

  ⑵ 建築物等の色彩は町並みと調和のとれたアースカラーを基本とする。 

  ⑶ 表札等は木製を基本とし掲げるものとする。 

  ⑷ 玄関灯は町並みの調和及び防犯性に配慮したものとする。 

  ⑸ 郵便受けは町並みの景観に配慮した色彩等とする。 

  ⑹ 自動販売機及びクーラー室外機等の設置については、町並みに配慮し外装 

   を木質化とする。 

５ 協定締結年月日 

  令和４年11月７日 

６ 協定有効期限 

  令和９年11月６日 

 （「別紙図面」は、省略し、富山県土木部建築住宅課及び南砺市役所に備え置い 

て縦覧に供する。） 

 

 

土地区画整理組合の理事の氏名等の届出について 

  土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第29条第１項により砺波市出町東部第 
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３土地区画整理組合から理事の氏名及び住所の届出があったので、同条第２項の規 

定により公告する。 

    令和４年12月12日 

                                        富山県知事 新  田  八  朗  

 氏  名        住  所 

 髙畠 輝男       砺波市春日町１番52号 

 堀田 一英       砺波市春日町１番12号 

 長谷川 智章      砺波市春日町４番29号 

 竹田 勉        砺波市宮沢町1番40号 

 松原 俊正       砺波市となみ町1番11号 

 川田 浩司       砺波市春日町２番32号 

 大澤 清一       砺波市春日町４番35号 

 野井 孝        砺波市春日町４番30号 
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